
指定管理者制度について

令和７年６月１２日（木）

総務省自治行政局

局長 阿部 知明

令和7年度（2025年度）公益社団法人全国公立文化施設協会 研究大会（愛知大会) 分科会１



【平成17～21年度】 ＜集中改革プランの実施＞
○閣議決定や法律により、数値目標を含めて方針を決定 「今後の行革指針（H16.12)」「行革推進法（H18.6）」等
○総務省から地方自治体に方針に基づく取組を要請

「新地方行革指針」（H17.3） ➢集中改革プランの作成・公表の要請（民間委託、指定管理者制度、PFI、地独法の活用等）
「地方行革新指針」（H18.8） ➢更なる定員の純減、公会計整備等

【平成22年度～】 ＜自主的･主体的な行革の推進＞
○各地方自治体において自主的・主体的な行政改革を推進
〇指定管理者制度に係る取組が進む中、明らかとなった留意点を助言

「指定管理者制度の運用について」（H22.12） ➢指定管理者制度は自治体の自主性に委ねる制度、公共サービス水準確保
という要請を果たす最も適切なサービス提供者を指定するもので単なる価格競争による入札とは異なるもの等

【平成27年度～】 ＜地方行政サービス改革の推進＞
○「経済財政運営と改革の基本方針2015」（H27.6閣議決定）等を踏まえ、総務省から地方自治体に助言通知に基づく取組を要請

「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」（H27.8）
➢民間委託等の推進・指定管理者制度等の活用、BPRの手法やICTを活用した業務の見直し等

○業務改革を推進するため、民間委託等の各地方自治体における取組状況を比較可能な形で公表、取組状況の見える化を実施

＋ 【令和２年～】 ＜デジタル技術を活用したＢＰＲの推進＞
○自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画

➢自治体フロントヤード改革、情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続のオンライン化等
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※ 各年度の４月１日現在

※ それぞれの年度の４月１日が調査時点
※ 任用期間が６ヵ月以上（見込みも含む）かつ１週間の勤務時間が常勤職員の半分
以上の職員が対象
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持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会（第１回） 事務局提出資料を一部加工

3



0

20

40

60

80

100

120

18
歳
未
満

18
歳
～

19
歳

20
歳
～

21
歳

22
歳
～

23
歳

24
歳
～

25
歳

26
歳
～

27
歳

28
歳
～

29
歳

30
歳
～

31
歳

32
歳
～

33
歳

34
歳
～

35
歳

36
歳
～

37
歳

38
歳
～

39
歳

40
歳
～

41
歳

42
歳
～

43
歳

44
歳
～

45
歳

46
歳
～

47
歳

48
歳
～

49
歳

50
歳
～

51
歳

52
歳
～

53
歳

54
歳
～

55
歳

56
歳
～

57
歳

58
歳
～

59
歳

60
歳
～

61
歳

62
歳
～

63
歳

64
歳
～

67
歳

68
歳
以
上

市区町村 都道府県

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0

500

1000

1500

2000

2500

19
50
年

19
54
年

19
58
年

19
62
年

19
66
年

19
70
年

19
74
年

19
78
年

19
82
年

19
86
年

19
90
年

19
94
年

19
98
年

20
02
年

20
06
年

20
10
年

20
14
年

20
18
年

20
22
年

20
40
（
推
計
）

20
50
（
推
計
）

出生数（人） 合計特殊出生率

（出典）総務省「令和５年地方公務員給与実態調査」

団塊ジュニア世代
団塊ジュニア世代が定年退職後
に20代前半となる層

1973年の出生数
約210万人

2023年の出生数
約73万人

（千人）（千人）

（出典）2023年までは厚生労働省「人口動態統計」、2040年及び2050年の出生数は国立社会保障・人口
問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」における出生中位・死亡中位仮定による推計値

出生数と合計特殊出生率の推移都道府県及び市町村の年齢別職員数（2023年）
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地方公共団体

首長部局

候補者選定、管理方針等作成

議案提出

公の施設設置管理条例案、指定手続案、

指定管理者案、指定管理基準案 等

議 会

議 決

指 定
協定締結
・料金設定等

事業報告

指定管理者

必要な指示等
・指定取消等

地方自治法・条例・協定等に基づき公の施設を管理

住 民

公の施設の
利用

施設の使用許可

利用料金

【指定管理者制度のイメージ】
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× 試験研究機関、庁舎など
× 物品陳列所など
× 競輪場、留置場など
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レクリエーション・スポーツ施設

基盤施設

（令和６年４月１日現在）

○指定管理者制度が導入されている施設数 ７９，３３２施設
（都道府県６，６５８、指定都市８，０１６、市区町村６４，６５８）

○施設の種類

・基盤施設 ２９，５０７施設（３７．２％）
（公園、公営住宅、駐車場・駐輪場、水道施設 等）

・レクリエーション・スポーツ施設 １５，４７４施設（１９．５％）
（体育館、競技場、プール、海水浴場 等）

・文教施設 １５，４３４施設（１９．５％）
（図書館、博物館、公民館・市民会館等、文化会館等)

※うち 公民館・市民会館等、文化会館等 ８，５０５施設（１０.７％）

・社会福祉施設 １２，７８１施設（１６．１％）
（病院、診療所、特別養護老人ホーム、福祉・保健センター 等)

・産業振興施設 ６，１３６施設（ ７．７％）
（産業情報提供施設、展示場施設・見本市施設、開放型研究施設 等)

○民間企業等が指定管理者の施設数 ３５，５７２施設(約４割)

出典：総務省「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」



都道府県

指定管理者制度の導入状況（制度導入団体の比率）

令和5年5月17日公表「地方行政サービス改革の取組状況等調査結果」より

導入率（％）【算出方法：制度導入施設数÷公の施設数×100 】
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指定都市

指定管理者制度の導入状況（制度導入団体の比率）

令和5年5月17日公表「地方行政サービス改革の取組状況等調査結果」より

導入率（％）【算出方法：制度導入施設数÷公の施設数×100 】
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市区町村

指定管理者制度の導入状況（制度導入団体の比率）

令和5年5月17日公表「地方行政サービス改革の取組状況等調査結果」より

導入率（％）【算出方法：制度導入施設数÷公の施設数×100 】
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果（R6.4.1現在）

１．指定管理者の状況

○ 約４割の施設で、指定管理者に民間企業等（株式会社、特定非営利活動法人、学校法人
等）を指定（前回調査（R3.4.1現在）より、１．４ポイント増）。

施設の内容業種別の指定管理者の状況

株式会社
20,157 
25.2%

社団・財団法人等
19,867 
24.9%

地方公共団体
337 

0.4%

公共的団体
10,882 
13.6%

地縁による団体
13,265 
16.6%

特定非営利活動法人
3,752 
4.7%

その他
11,663 
14.6%

総施設数
79,923施設

11

※その他：学校法人、医療法人、共同企業体 等

※複数回答があるため、各数値の合計と総施設数は一致しない

レクリエーション・

スポーツ施設
15,474 
19.5% 産業振興施設

6,136 
7.7%

基盤施設

29,507 
37.2%

文教施設
15,434 
19.5%

社会福祉施設
12,781 
16.1%

総施設数
79,332施設



○ 指定期間が５年の施設が７５％を超えている。

指定期間３年 ： ４７．３％ → １３．３％ → １０．９％
指定期間５年 ： ２８．９％ → ７２．７％ → ７７．１％
指定期間１０年以上： ５．７％ → ５．６％ →      ５．７％

○ 前回よりも指定期間を長くした施設は、約１割。

指定期間の変化指定期間の状況

（前回：３年前） （今回）

１年
654 
0.8%

２年
780 
1.0%

３年
8,635 
10.9%

４年
2,524 
3.2%

５年
61,126 
77.1%

６年
566 
0.7%

７年
242 
0.3%

８年
173 
0.2%

９年
75 

0.1%

１０年以

上
4,557 
5.7%

総施設数
79,332施設

前回の指定期

間よりも短い
3,098 
3.9%

前回の指定期

間と同じ
60,988 
76.9%

前回の指定期

間よりも長い
9,483 
12.0%

今回が１回目

の指定
5,763 
7.3%

総施設数
79,332施設

２．指定期間の状況と変化

12

（１８年前）

指定期間の長期化
の傾向がみられる。



対応の協定等への記載状況

３．原材料価格等の上昇に係る対応

○ 原材料価格等の上昇に係る対応の協定等への記載状況について、約７割の施設で選定
時や協定等に提示

〇 原材料価格等の上昇に対し、半数超の施設で指定管理料の変更等の対応を行うことが明
記されている（下右表②～⑤）。

13

選定時に示しており、かつ、

協定等に記載している
37,663

47.5%

選定時にのみ

示している
2,445
3.1%

協定等にのみ

記載している
15,839
20.0%

選定時に示さ

ず、協定等にも

記載していない
23,385
29.5%

総施設数
79,332施設

対応内容の協定等への記載状況

28,270
36.2%

1,222
1.6%

15,054
19.3%

19,045
24.4%

5,997
7.7% 8,516

10.9%

総施設数
78,104施設

※一部、複数回答あり

①原材料価格等が上昇した場合のリスクを負担する主体を決めている

②指定管理料を変更することについて明示しており、具体的な算定方法
を決めている
③指定管理料を変更することについて明示しており、その取扱いは協議
のうえ決めることとしている
④指定管理料の変更について明示していないが、指定管理者の申し出
があれば協議のうえ決めることとしている
⑤原材料価格等の上昇にかかわらず指定管理料を毎年度見直すことと
している
⑥その他



地方公共団体における適切な価格転嫁に向けた今後の取組について

○ 総務省においては、これまで様々な機会を捉えて、自治体に対し、以下の取組を実施いただくよう依頼。
・ 最新の実勢価格を踏まえた適切な予定価格の設定 ・ 契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施（スライド条項の設定を含む）
・ 契約事業者から契約金額の見直しについて請求があった場合の契約変更の可否についての迅速かつ適切な協議
・ 低入札価格調査制度や最低制限価格制度の適切な活用（工事以外の契約への拡大等）

○ 自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食等に係る委託料の増加への対応として、令和７年度地方財政計画に1,000億
円を計上（前年度比＋300億円）。

○ 「重点支援地方交付金」（R6補正予算）は、公共調達における労務費（実質的な賃上げにつながるもの）を含めた価格転嫁の円滑
化のための活用も可能。本交付金の活用も検討いただきながら、労務費等の適切な価格転嫁を図っていただきたいことを依頼。

適切な価格転嫁に向けたこれまでの取組

今後の具体的な取組

・ 各都道府県の財政部局等に対し、重点支援地方交付金の活
用及び適切な価格転嫁の取組についてさらに助言を実施。

② 重点支援地方交付金の活用についての更なる周知・助言① 価格転嫁等に関する相談窓口の設置等

・ 下請かけこみ寺において官公需に関する相談を新たに受け付ける
とともに、全自治体に価格転嫁等に関する相談窓口を設置し、個別
の自治体に関する相談については当該自治体の相談窓口を紹介。

・ 自治体案件については総務省も共有し、自治体の対応を確認
するとともに、相談に対する対応の好事例を自治体にフィードバッ
ク。

・ 業界団体の要望に応じ、業所管省庁の協力を得て、業界団体と
自治体との意見交換の場を調整。

・ 自治体に対し、官公需法に基づき定められる「国等の契約の
基本方針」に沿った対応を講じるよう要請。

・ 価格交渉促進月間フォローアップ調査の結果のフィードバック及
び必要な改善措置の実施。

③ 官公需法に基づく基本方針の周知等

令 和 ７ 年 ３ 月 2 8 日
新しい資本主義実現会議
総 務 大 臣 提 出 資 料
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【原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る指定管理者制度の運用の留意点について（令和4年10月11日総行経第31号）（抜粋）】

令和４年８月26日に発出された「地方公共団体の調達における中小企業者の受注機会の確保等について」
（令和４年８月26日付総行行第233号自治行政局長通知）において、「官公需契約の一部に過度な低価格競争が
生じていることや最低賃金の引上げに向けた環境整備の観点等を踏まえ、需給の状況、原材料及び人件費等の
最新の実勢価格等を踏まえた適切な予定価格の作成、低入札価格調査制度、最低制限価格制度等の適切な活用、
最低賃金額の改定や労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実勢価格に係る契約後の状況に応じた必要な契
約変更の実施等の適切な対策を講ずること」とされております。
日本銀行が毎月発表する企業物価指数においては４１年ぶりの上昇水準となっている等、今般の原材料価格、

エネルギーコスト等の上昇により指定管理者が負担する経費が増加するものと考えられますが、当該経費の増加に
ついては、各地方公共団体と指定管理者との間で締結した協定等において、リスク分担の考え方が示されている場合は
当該考え方に基づき対応し、地方公共団体と指定管理者の間で協議をすることとされている場合は当該協議に基づき取
扱いを定める等、協定等に基づき適切に対応されるべきものです。また、協定等において取扱いが明確でない場合は、
地方公共団体と指定管理者との間で別途協議を行い、取扱いを決定することが必要であると考えられます。
つきましては、指定管理者制度を導入している地方公共団体におかれましては、以上のことを踏まえ、適切な
運用に努められますようお願いします。

資材価格の高騰、賃金上昇等への対応については、「原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る指定管理
者制度の運用の留意点について」（令和４年10月11日総行経第31号総務省自治行政局行政経営支援室長通知）、
「資材価格の高騰、賃金上昇等に係る民間委託等の運用の留意点について」（令和５年11月13日総行経第35号総
務省自治行政局行政経営支援室長通知）及び「自治体施設の光熱費・施設管理等の委託料の増加への対応につい
て」（令和５年12月26日総行経第52号総務省自治行政局行政経営支援室長）において助言をしてきたところです。
（略）

指定管理者制度及び民間委託の運用に係る課題への対応の事例を別添１のとおりとりまとめました（※次ページ以降ご
参照）ので、各地方公共団体におかれましては、これらも参考に適切に対応いただきますようお願いします。

【指定管理者制度等の運用の留意事項について（令和６年４月１日総行経第９号）（抜粋）】



引用元: 指定管理者の指定の手続に関するガイドラインＶｅｒ.3（福岡市HP）
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/48171/1/shiteikannri.pdf?20230926135509
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○ 指定管理料の積算に係る留意事項
指定管理料については、事業者の提案した金額を基に、毎年度、施設所管課と指定管理者が協議を行うこと
としているが、施設運営に関する社会情勢の変化を十分に踏まえ、施設の安全性やサービス水準の維持のため
に、適切に予算を確保することが重要である。
積算にあたっては、施設の設置目的、特殊性、専門性を考慮するとともに、指定管理者に求める能力、提供
されるサービス等を前提にして適切に行う必要がある。
特に、人件費については、指定管理者の継続的な人材確保などを通じて施設運営の安定を図るため、賃金水
準の変動等を踏まえ適正に積算し、指定管理料に反映する必要がある。
そのため、施設所管課は、次の点に留意し、適切な指定管理料の積算及び確保等に取組むこと。なお、予算の
確保ついては、必要に応じて財政局（財政調整課）と事前に協議しておくこと。

(1) 人件費の積算
• 人件費算定に用いる労務単価は最新ものを使用し、賃金水準の変動等を踏まえ適正に積算し、指定管
理料に反映すること。
• 指定管理者に対しては、事前協議の中で、人件費の変動の趣旨やその充当方法を十分に説明したうえ
で、モニタリング等を通して適切に充当がなされているか確認を行うこと。

(2) その他留意事項
• 物件費については、備品購入費や施設等の修繕費などリスク軽減に係る費用など、施設の安全確保や
サービス水準の維持に必要な経費を適切に積算し、指定管理料に反映すること。また、過去の実績や関
係事業者からの見積等を参考に積算すること。
• 事故の発生や施設の機能不全といったリスクを未然に防ぐという観点を踏まえ、業務の優先順位について
指定管理者と十分に協議すること。

（事例１）実施協定書を毎年度締結し、指定管理料を変更している事例

○指定の議決後に締結する基本協定書とは別に、実施協定書を毎年度締結。ガイドラインにおいて、最新の労務単
価を使用することを明記。



（事例２－１）「指定管理者制度における賃金スライド制度」

引用元:指定管理者制度における賃金水準スライドの手引き（横浜市HP）
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/public-facility/shiteikanri/shiteikanrishaseido.files/0065_20240401.pdf

○指定期間２年目以降の指定管理料について、雇用形態別の賃金水準をはかる指標を基に算出した変動率を用いて
年度ごとの見直し額を算出し、翌年度の指定管理料に反映

※「公共工事の円滑な施行確保について」（令和５年11月30日総行行第512号・国不入企第24号通知）において助言をしている「いわゆるスラ
イド条項（公共工事標準請負契約約款第２６条）」と同様に、指定管理者制度においても運用している事例。 17



（事例２－２）「指定管理者制度における賃金スライド制度」

引用元:第１回 札幌市働きやすいまち推進協議会 資料１（札幌市HP）
https://www.city.sapporo.jp/keizai/koyo/koyo/documents/02_siryo.pdf

○社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準の変動に応じて、２年目以降の指定管理費用を変更する仕組み
※賃金水準の変動をはかる指標
・正規職員分:札幌市人事委員会が毎年度実施する 「 民間給与実態調査における月例給 」
・非正規職員分:最低賃金（北海道）
※物価変動については基本的に指定管理者のリスクとして整理しているため、人件費計画額の1％相当額までは指定管
理者が負担

18
※「公共工事の入札及び契約の適正化並びに円滑な施工確保に向けた取組について」（令和７年４月10日総行行第107号・国不入企第１号通
知）において助言をしている「いわゆるスライド条項（公共工事標準請負契約約款第26条）」と同様に、指定管理者制度においても運用している事例。





19引用元:島根県総務部人事課⾧、財政課⾧通知（抜粋）

２ 対応の基本的な考え方
① 不可抗力条項の適用について、予め指定管理者との間で覚書を交わしておく。
② 以下を基本的な考え方として、基本協定書に基づく指定管理者との協議により、指定管理料の増減

額を算定する。

（人件費及び施設維持管理費の増加分）
・事業報告書（収支報告書）における人件費及び施設維持管理費のＲ６決算額とＲ５決算額を比較し、

差額を算出する。
・増加した人件費及び施設維持管理費について、第 37 条第３項に基づく追加費用として認定し、合理

性の認められる範囲として県が負担する。（指定管理料を追加）
・Ｒ６年度に追加した指定管理料が過大であった場合は、Ｒ６年度当初予算で加算した額の範囲内で、

Ｒ７年度補正予算で減算調整する。

（光熱費の増加分）
・事業報告書（収支報告書）における光熱費のＲ６決算額とＲ３決算額を比較し、差額を算出する。
・増加した光熱費について、第 37 条第３項に基づく追加費用として認定し、合理性の認められる範囲

として県が負担する。（指定管理料を追加）
・Ｒ６年度に追加した指定管理料に過不足があった場合は、Ｒ７年度補正予算で調整する。

別添の参考事例（※本ページ及び次ページ以降ご参照）では、著しい資材価格の高騰、賃金上昇等について、不可抗力の発
生として取り扱い、指定管理者と協議の上、指定管理料を見直す方針を示した事例などを紹介しています。昨今の社会
経済状況の変化に柔軟に対応するためには、このような取組を行うことは有効と考えます。

【資材価格の高騰、賃金上昇等への対応状況に係るフォロ－アップ調査（令和７年５月13日事務連絡）（抜粋）】





20

引用元:令和６年６月27日草津市行政経営改革
推進本部会議資料（抜粋）（草津市HP）





21引用元:新潟市（複数年にわたる委託契約へのスライド条項 （賃金水準の変動を反映した契約金額の変更）の適用について（抜粋））

1 適用対象契約
複数年にわたる業務委託契約のうち下記業務を対象とします。
※対象となる契約は、入札公告等に対象契約であることを明記します（下記 2 参照）。

○日常的な清掃 ○人的な施設管理業務委託（受付事務など）
○人的な警備業務（駐車場の整理など）〇廃棄物や資源物・し尿等の収集
○スクールランチ・給食・調理等 〇その他人的労働が中心となる業務の委託

（中略）

4 スライド額の算出
契約締結時に受託者から内訳書を提出いただき、当該内訳書を基にスライド額を算出します。
履行開始日から 12 ヶ月経過後に、市は、「契約締結時に提出された直接人件費（未履行分相当額）」に

履行開始時点と基準日時点の新潟県最低賃金を比較した「最低賃金変動率」を乗じて変動額を算出し、この
変動額から、未履行分の契約金額に「1.0％」を乗じた請求者負担分を差し引いた金額でスライド額を算出
します。
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総合経済対策においては、「重点支援地方交付金」について、引き続き、地域の実情に応じて、困難な状況
にある者をしっかり支えるとの観点から、「取組を継続しつつ、これから厳冬期を迎えることを念頭に灯油支
援のメニューを新たに追加するなど、推奨対象を拡大した上で、「重点支援地方交付金」の更なる追加を行う。
その際、地方公共団体発注の公共調達における労務費を含めた価格転嫁の円滑化にも対応する」ことが決定さ
れ、物価高対策として特に必要かつ効果的であって広く実施されることが期待される事業について重点的な活
用を推奨するとされており、引き続き、「重点支援地方交付金」を活用して適切に対応いただくようお願いし
ます（別添１：「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策～全ての世代の現在・将来の賃金・
所得を増やす～」（令和６年11月22日閣議決定）（抜粋））。なお、「重点支援地方交付金」は、これまで地方公共
団体が運営する直接住民の用に供する施設においても活用が可能であるほか、交付金による支援の効果が物価高騰
の影響を受けた生活者等に直接的に及ぶ事業であれば、例えば契約の途中でエネルギー価格や食料品価格、労務単
価等の価格変動が生じた場合における、契約金額の変更や受託事業者への支援などが対象となっていました。この点
に関して、地方公共団体発注の公共調達における労務費（実質的な賃上げにつながるもの）を含めた価格転嫁の円滑
化のための活用も可能であるとされていますので、ご留意ください。（別添２：「令和６年度補正予算（第１号）
案の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」（令和６年11月29日内閣府地方創生推
進室、デジタル庁デジタル社会共通機能グループ事務連絡））。

【資材価格の高騰、賃金上昇等に係る民間委託等の運用の留意点について（令和６年１２月５日総行経第３５号）（抜粋）】

資材価格の高騰、賃金上昇等に係る民間委託等の運用については、令和６年12月に「資材価格の高騰、賃金上
昇等に係る民間委託等の運用の留意点について」（令和６年12月５日付総行経第35号行政経営支援室長通知）
を発出したところですが、今般、令和７年度地方財政対策において、別添のとおり、学校、福祉施設、図書館、
文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など自治体のサービス・施設管理等の委託料
の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に1,000億円を計上（前年度比＋300億円）し、普通交付税の単位費用により措
置することとされましたので、引き続き、適切に対応いただくようお願いします。

【自治体施設の光熱費・施設管理等の委託料の増加への対応について（令和７年１月８日総行経第２号）（抜粋）】



「下請かけこみ寺」への相談対応について（イメージ）

総務省

相談窓口の情報の提供
各都道府県

下請かけこみ寺
（中小企業庁が設置）

中
小
企
業
等

相談概要の共有

③官公需に関する相談

④適切に対応

①官公需に関する相談

②適切な相談窓口を紹介

地方公共団体の
官公需における
相談窓口リスト

●●県 ○○課
・・・・・・・・

××市 ××課
・・・・・・・・相談窓口の登録

対応の確認、好事例の提供

• 地方公共団体の官公需に関する相談窓口リストを総務省において取りまとめ。その後、「下請かけこみ寺」に提供。

• 「下請かけこみ寺」では、中小企業等からの企業間取引の相談に加え、官公需関係の相談を新たに受け付ける。

• 官公需関係の相談を持ち掛けた中小企業等に対して、適切な相談窓口を紹介。相談概要は、総務省にも共有
（市区町村に関する相談については、総務省から都道府県市区町村担当課にも共有。１ヶ月に１回程度）。

• 個々の地方公共団体に対する相談については、総務省において対応状況を確認するとともに、必要に応じて、相談に
対する対応の好事例を地方公共団体にフィードバック。

＜相談対応のイメージ＞

（市区町村分の）相談概要の共有

:随時 :１ヶ月に１回程度 :今後検討（相談件数や相談概要を踏まえて検討）

都道府県窓口部署

都道府県市区町村担当部署

市区町村窓口部署

23


